
⼭形県

全県⼀体の取り組み説明会

ご説明資料

特定健診受診率向上事業

受診率向上に向けた



本説明会の⽬的 2

⼭形県における健診受診率向上に向けて、現状の課題、県の取り組みについてご説明し、
医療機関の皆様へご協⼒いただきたい実務についてお伝えすることを⽬的としています。

⼭形県の健診受診率の課題

本⽇お伝えしたい内容

課題に対して県が進める取り組み

医療機関の皆様にご協⼒いただきたい実務
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⽣活習慣病に着⽬して、メタボリックシンドロームや⽣活習慣病を
早期発⾒‧予防するための、年に⼀度の重要な健康診断です。

対象となる⽅ 40歳から74歳までのすべての保険加⼊者（国⺠健康保険など）が
対象となります。

主な⽬的 ⾃覚症状のない段階で⽣活習慣病のリスクを発⾒し、
発症‧重症化（脳卒中や⼼筋梗塞など）を未然に防ぐこと。

社会的な意義 県⺠が⻑く健康に過ごせる（健康寿命の延伸）だけでなく、
将来的な医療費の適正化にも直結します。

特定健診（特定健康診査）とは？ 3



国が定める
受診率の⽬標値

⼭形県の特定健診受診率は、医療機関の皆様の多⼤なるご尽⼒により
【全国第1位】という素晴らしい成果を収めています。

52.1%

全国 第1位

60.0%

⼭形県の成果と、国が定める⽬標値 4

38.8%
全国の平均値令和6年度 ⼭形県市町村国保受診率

あと7.9%の引き上げが必要



さらなる受診率向上のためには、
ある特定の層へアプローチしなければなりません。

この⽅々は、「定期的に先⽣に診てもらっているから⼤丈夫」と
安⼼しているため、⾏政からハガキを送るだけでは
なかなか⾏動を変えてくれません。

定期的に通院しているが、
特定健診を受けていない⽅

⽬標達成のための「最⼤のボトルネック」とは 5



1

本事業は、以下の2つの柱（2軸）で構成されており、
どちらに対しても医療機関様のご協⼒をお願いしております。

⼭形県の受診率アップに向けた「２つのアプローチ」 6

医師からの受診勧奨

診察の際、医師から患者様へ直接
「健診を受けましょう」と

お声掛けいただき、
実際の受診⾏動を促す取り組みです。

2 みなし健診 (情報提供勧奨)

すでに⽇々の診療で
健診に相当する検査を

⼗分に⾏っている⽅について、
その検査数値を提出いただき

「受診したとみなす」取り組みです。



それぞれの施策は開始時期が異なります。
受診勧奨は年度末まで、みなし健診は2⽉10⽇までが実施期間となります。

7⽉頃〜
［通年］

11⽉頃〜
［翌年2⽉10⽇迄］

医師からの受診勧奨
⼭形県からポスターとチラシが届きます。診察時に該当する患者様へ
チラシをお渡しいただき、受診をお勧めいただきます。

みなし健診（情報提供勧奨）
⼭形県から直接通知を受け取った患者様が、書類を持参して来院されます。
同意確認の上、診療情報の転記‧提出をお願いいたします。

全体スケジュールと進⾏の概要 7
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※受診勧奨の終了は所在の市町村の健診期間により異なります。



医師からの受診勧奨
患者様の⾏動を変えるのは、先⽣の⾔葉です1



通院中の未受診者にとって、
「かかりつけ医」の先⽣からの直接のお声がけが、
健診へ⾜を運ぶ最も強い動機付けとなります。

"
   なぜ「医師からの声がけ」が重要なのか？ 91

⾃分の⾝体を⼀番知っている先⽣が
勧めてくれるなら、受けよう

1



10   お願いしたいこと1 2

1 ポスターの掲⽰
なるべく⽬につきやすいところに掲⽰をお願いします。

2 受診勧奨チラシの配布
通院中の受診勧奨は、医師から直接⼿渡しした場合、医師以外から⼿渡しされた時と⽐べて
1.3〜2倍⾼い効果※が確認されています。受診勧奨チラシの⼿渡しに、ぜひご協⼒をお願いいたします。
※第３期横浜市国⺠健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)及び 第４期横浜市国⺠健康保険特定健康診査等実施計画

◉配布時の流れ

勧奨⽤のチラシとポスターが医療機関に届く

     ⽣活習慣病に関わる医師にお渡し
     ⾒えやすい場所に掲⽰

事務 または 看護職の⽅ 医師

⼝頭で健康診断の受診状況を確認

⼝頭で国保か社保かを確認

受診勧奨チラシを渡して勧奨

未受診

国保

受診済み

対象外

対象外
社保チラシ

ポスター



通院中の患者様が健診を受けない理由の多くは「思い込み」にあります。
 以下のポイントを意識して患者様にお伝えください。

「通院中の⽅も、健診の対象です」と伝える

無理のない範囲で、ひとこと後押しいただく

「病院に通っているから⾃分は対象外だ」と思い込んでいる⽅が⾮常に多いです。
通院中の⽅こそ、合併症予防のためにも普段検査していない項⽬も含めた定期チェックが必要であるこ
とをお伝えください。

診察の最後にチラシをお渡しいただき、「健診の時期ですね、受けておきましょう」など、通常の問診
業務の中で可能な範囲でお声がけをお願いいたします。

   お声がけのポイント 111 3



医療機関様にお配りするチラシ‧ポスターの表⾯は、
患者様の⼼に直接響くよう以下の⼯夫を凝らしています。

強い推奨メッセージ
「医師である私からも推奨します」と⼤きく記載し、

専⾨家からの直接のメッセージであることを強調。

思い込みの解消
「通院中の⽅も対象の健康診断です」と明記し、
「⾃分は病院に通っているから不要だ」という

誤解を解きます。

メリットの訴求
「通常約10,000円かかる健診が、補助適⽤で

お安く受けられる」ことを強調し、⼼理的な
ハードルを下げます。

   使⽤する「啓発資材」のコンセプト 1241

1

2
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本施策は以下のスケジュールで進⾏いたします。

   詳細スケジュール（医師からの受診勧奨） 1351

7⽉頃⼭形県より資材を発送
⼭形県から参加表明をいただいた各医療機関様宛に、
専⽤のポスターと配布⽤チラシが直接送付されます。

1

配布‧お声掛け
⽇々の診察の中で、適宜チラシの配布とお声がけをお願いします。

2 各地域の健診期間終了まで

※⾃治体により終了時期が異なるため、県のHPより各市町村の健診期間をご確認ください。

アンケート実施

チラシの配布枚数などに関する簡単なアンケート調査を実施いたしますので、
ご協⼒をお願いします。

3 10⽉中旬‧2⽉上旬

実施⽅法 メールでのWebアンケート



みなし健診
患者様の負担を減らし、正確なデータを集める仕組み2 （情報提供勧奨）



保険者には、40歳から74歳の加⼊者に対して特定健診を実施する義務があります。

⼀⽅で、すでに医療機関へ通院し、必要な⾎液検査や診察を定期的に受けている⽅は、⽇々
の診療で特定健診と同等の検査を⾏っている可能性があります。
そこで、⽇常診療で得られた検査結果のうち、特定健診に必要な項⽬を満たす
診療データを提供いただくことで、特定健診を受診したものとして取り扱う仕組みが
「みなし健診」です。

152  「みなし健診」とはどのような制度か？1



162    患者様へ送付される「通知資材」の⼯夫2

⼭形県から送付する通知は、患者様が確実に開封し、
医療機関様へ持参するよう様々な⼯夫を⾏っています。

開封率を⾼める朱書き
封筒表⾯に⾚字で「重要なお知ら
せ」「同意書在中」と記載し、⾏政
からの重要書類として認識させ、破
棄を防ぎます。

医療機関様へ配慮した案内
「次回通院時に医療機関へお持ちく
ださい」と明記し、かつ「事前に情
報提供票を持参する旨を医療機関へ
ご連絡ください」と記載し、窓⼝で
の混乱を防ぎます。

1

2

封筒

案内⽂



172    詳細スケジュール（みなし健診）3

本施策は以下のスケジュールで進⾏いたします。

11⽉下旬頃⼭形県より依頼通知を発送
⼭形県がレセプトから対象者を事前に特定し、直接患者様へ通知を送付します。

1

患者様が書類を医療機関へ持ち込み
11⽉以降、通知を受け取った患者様が「情報提供票‧質問票」を持参して
医療機関様へ来院され始めます。

2 12⽉上旬頃から本格化

情報提供票のご提出
右記情報提供票⼀式を
国保連合会までご提出ください。

3 ［締め切り］令和8年12⽉10⽇、令和9年1⽉12⽇、令和9年2⽉10⽇

※対象者抽出や事前の申し込み等、医療機関側のアクションは不要です

提出書類⼀式
情報提供票請求総括票∕情報提供票送付書∕情報提供票‧質問票

※医療機関様からの書類の提出期間は、原則として令和9年2⽉10⽇までとなります



182       情報提供票の作成は、業務を分担可能です4

医療機関での書類作成業務は、先⽣と事務スタッフ様で分担して進めていただくことで、
負担を最⼩限に抑えられます。

事務⼜は看護職の⽅の役割医師（先⽣）の役割

「医師の総合判断⽇」「医師の判断」の記載
※医療機関番号は事務スタッフが記載

持参された通知‧質問票の受け取りと確認

⾝体測定の実施と記載

情報提供票⼀式の送付
情報提供票へ「転記」する作業



192       医師（先⽣）にお願いする具体的な業務5

総合判断の記載
「異常なし」等から当てはまるものに◯の記⼊をお願いいたします。

最終確認と署名
作成された内容を確認し、最後に下部の「医師名」等の
記⼊（ゴム印可）をお願いいたします。 未着手



持参書類の確認
患者様が持参した「情報提供票‧質問票」を受け取り、
記⼊漏れが無いか、ご確認いただきます。
※健診を「すでに受診していないか」を⼝頭で確認をお願いいたします。

⾝体測定の実施
⾝⻑‧体重‧BMI‧腹囲を測定し、測定結果を記載いただきます。

カルテからの情報転記
裏⾯の「被保険者情報」「⾝体測定」「⾎液検査‧尿検査等」の
⾚枠部分に、直近の検査結果を転記していただきます。

情報提供票⼀式の送付
医師の総合判断も含むすべての項⽬に記載いただものを、
情報提供票請求総括票‧情報提供票送付書と合わせて連合会宛てに
郵送にてご提出いただきます。

202       事務⼜は看護職の皆さまにお願いする具体的な業務6



21   医療機関様での「事務処理」の流れ72

国保資格‧書類の持参確認、特定健診の受診状況の確認、
⾝体測定の実施、質問票の記⼊漏れ確認後、
同意欄へご署名をいただきます。

確認と同意1

前述の通り、先⽣と事務スタッフ様で分担し、
直近の検査結果等を転記‧記載し情報提供票を完成させます。

情報提供票の作成2

⼭形県のHPから「情報提供票請求総括票」と
「情報提供票送付書」をダウンロードし、作成します。

総括票‧送付書の作成3

対象者が書類を持参された際の、提出までのステップです。

（詳細は⼿順書及びマニュアルをご参照ください）

毎⽉10⽇までに提出4 作成した書類を⽉ごとに取りまとめ、
翌⽉10⽇までに国保連合会へ郵送等でご提出いただきます。
※今年度分の最終提出締め切りは令和9年2⽉10⽇です。



本施策は、⼭形県の健康課題解決のために医療機関の皆様のお⼒添えをお願いするものです。
通常診療のなかでお⼿数をおかけし恐縮ですが、みなし健診に係る書類作成等へのご協⼒に対し、
情報提供料をお⽀払いいたします。

2,750円

情報提供 1件あたり (税込)
お⽀払いについて
書類をご提出いただいた⽉の翌⽉末⽇までに、
診療報酬振込先として届出されている⼝座に
お振り込みいたします。
先⽣⽅におかれましては、
何卒本施策の趣旨をご理解いただき、
ご協⼒のほどお願い申し上げます。

本施策ご協⼒のお願いと、情報提供料について 22



検査項⽬に⽋損があったら、
追加で検査を実施する必要がありますか？
⾜りない項⽬を埋めるために、
わざわざ追加で採⾎などを⾏うのは医療機関としても
患者様としても負担なのですが。

いいえ、追加検査は【不要】です。
⼭形県にて事前にレセプトを分析し、

「必要な検査項⽬を全てすでに実施している⽅」のみを
対象に抽出して通知を送付しているため、追加検査が必要
になることは想定されません。

よくあるご質問 ❶ 23

Q

A



特定健診と「みなし健診」が重複した場合、
情報提供料は⽀払われないのでしょうか？
患者様がすでに市町村の特定健診を受けていたことが後⽇にわかった場合、
せっかく書類を書いても無効になってしまいますか？

重複した場合でも、情報提供料はお⽀払いいたします。
情報提供いただいた作業分につきましては確実にお⽀払いいたします。
ただし重複を防ぐため、
患者様が来院された際に「市町村の健診は受けていませんか」と
事前にご確認をいただきますようお願いいたします。

よくあるご質問 ❷ 24

Q

A



本事業へのご参加は、下記２つの⽅法、いずれからお申し込みいただけます。

参加申し込み⽅法 25

やまがたe申請

e申請のキーワード検索画⾯から「特定健診通院者対策」で検索可能

Web申し込み1

参加申込書

申込書は医師会から各医療機関へ送付済み
※紛失の場合は下記、県庁HPよりダウンロード可能

連合会宛FAX2



ご協⼒のほど、
よろしくお願いいたします。
医療機関の皆様の取り組みが、⼭形県の未来の健康を⽀えます。

本事業に関する
お問い合わせ先

⼭形県健康福祉部 健康福祉企画課
TEL: 023-630-3418

⼭形県国⺠健康保険団体連合会 事業推進課保健事業係
（請求⽀払や情報提供票内容について）

TEL: 0237-87-8002


